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「平成２１年度における不動産鑑定業者に対する立入検査の実施方針（案）」に対する 

ご意見（概要）と国土交通省の考え方 

ご意見（概要） 国土交通省の考え方 

 「継続評価における割引率等利回りの査

定根拠」が「合理的で説得力を有」するた

めには、例えば、取引量が極めて少ない状

況等における取引事例に依拠する利回りを

採用する場合において、特異な事例ではな

いかについての慎重な検討が行われている

ことや、賃料収入が安定的に推移している

状況で利回りが大幅に変化していると考え

る場合において、その根拠が論理的に示さ

れていること等が求められるものと考えら

れる。 

 本指針の「４ 検査の基本的事項」の記

述は、こうした視点を含むものであること

について確認したい。 

 継続評価においては、同一物件の過去の

鑑定評価書の査定根拠との相違について、

価格時点における市場分析の結果を反映し

ており合理的で説得力を有しているか、ま

た、不動産鑑定評価基準における正常価格

（特定価格）の概念とＤＣＦ法における割

引率等利回りの査定根拠の整合性が保たれ

ているか等の着眼点から審査を行います。

 「４ Ⅱ．（1）業務受注」に関し、本年

3 月 17 日に公表された「平成 20 年度不動

産鑑定業者に対する立入検査の結果」によ

れば、鑑定評価業務の受注等に関し特段問

題とする事案は確認されていないとのこと

であり、現行の実務をもって、概ね、業務

の性格等についての十分に説明、確認が行

なわれていると判断されているものと考え

てよいか。 

 平成２０年度に立入検査を行なった不動

産鑑定業者では、ご指摘のとおりです。 

 「４ Ⅱ．（1）業務受注」に関し、依頼

者の鑑定評価業務に関する理解度や取引関

係等に応じ、受注にあたっての説明、確認

の内容が異なること自体をもって不適切と

判断されるものではないことについて確認

したい。 

 受注にあたっての説明、確認の内容が異

なること自体をもって不適切と判断するこ

とはありません。 

 「４ Ⅱ．（1）業務受注」に関し、「業務

の種類・内容ごとの報酬」について「予め

考え方を整理」するとは、具体的にはどの

ようなことを想定しているのか確認いたし

たい。 

 報酬の考え方の整理は、業務発注の際の

透明性を高めるために必要なものと考えて

おり、これが依頼者に対して実質的に示さ

れているか否かを確認するものです。 

 


